
　住宅のリフォームは、一定の要件※を満たしていれば所得税の控除や固定資産税の軽減を受ける
ことができます。
　※要件はリフォームの種類によって異なりますので、施工業者にお尋ねください。
【リフォーム減税の種類】
　・耐震リフォーム　　・バリアフリーリフォーム　　・省エネリフォーム　など
問合せ　税務住民課税務グループ　☎ ㉒ 2513　　苫小牧税務署　☎0144 ㉜ 3165

住宅リフォームに関する減税制度のお知らせ

11 月は児童虐待防止推進月間です
令和７年度 啓発標語　「知らせよう　あなたが　あの子の声になる」

　児童虐待は子どもの心身の発達や人格の形成に重大な影響を与え、その対策には、地域の皆さん
の理解を得ることが必要です。そのため、厚生労働省では11月を「児童虐待防止推進月間」と定め
ています。
　子どもを虐待してしまったとき、虐待を受けたと思われる子どもを発見したときは、児童相談所
全国共通３桁ダイヤル（☎︎189）までご連絡ください。
　また、令和７年４月１日より、子育てに関して気軽に相談できる
窓口として「安平町こども家庭センター」を健康福祉課内に設置し
ています。
　悩んでいるとき、困っているとき、誰かに話を聞いてほしいとき
など、一人で悩まず、気軽にご相談ください。保健師、保育士、社
会福祉士など専門の相談員が対応します。

問合せ　安平町こども家庭センター（健康福祉課福祉グループ、健康推進グループ）　☎ ㉙ 7071
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